
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「買い物に行く」「遊園地に遊びに行く」「カラオケに行く」といった誰もが普通に

行っている外出があります。障害があることにより、こうした外出時に支援が必要な

方がいます。 

外出時に支援が必要な方に付き添い、本人ができないことはできるようにそっと手

伝い、円滑に楽しく外出をお手伝いするのが、移動支援従業者（ガイドヘルパー）の

仕事です。 

 本研修では、障害についての基礎知識や、知的・精神障害の特性、移動支援の基礎

知識・技術等を習得いただけます。 

※本研修を修了すると、東京都知事の定める知的・精神障害者移動支援従業者養成研

修課程修了者として、修了証明書が発行されます。修了者は、知的・精神障害者の

移動支援サービスに従事することができます。 

 

※募集要項は裏面をご覧ください。 

令和８年度 世田谷区 

知的・精神障害者移動支援従業者養成研修（通学式）講座 

受講案内 

☆知的・精神障害者（児）に関わる仕事を 

してみたいと思っている方 
 

 

※この研修は、世田谷区が社会福祉法人せたがや樫の木会（ヘルパーステーション樫の木）に

委託をして行うものです。 

☆福祉の仕事に就きたいと思っている方 

☆過去に障害者（児）と関わった経験がある方 

という方にお勧めです！ 



◆ 募 集 要 項 ◆ 

１課程及び形式：知的・精神障害者移動支援従業者養成研修課程（通学形式） 
 

２募集期間：令和８年７月１日（水）から各回締切日まで【必着】 
 

３受講資格：次の全てに該当する方。 

       ①全日程出席できる１８歳以上の者（高校生不可） 

       ②研修修了後に区内の事業所に登録し、知的・精神障害者移動支援事業に従事する意

思のある者 
 

４受 講 料：無料 ※ただし、教材費（税込 1,100円）は受講者負担 
 

５研修実施者：世田谷区  
 

６研修会場：社会福祉法人せたがや樫の木会 わくわく祖師谷 食堂兼多目的室 

（世田谷区祖師谷３－２１－１） 

 

７開催日程：以下のとおり 

※応募人数が少ない回は、休講にする場合がありますので、ご了承ください。 

※研修初日にマイナンバーカード、運転免許証等による本人確認をさせていただきます。 

★応募方法★ 

申込用紙（郵送）又は電子申請（下記二次元コードまたは区のホームページから申請できます）

により、お申込みください。応募結果は後日ご通知いたします（応募人数が定員を超えた場合は、

書類の選考により受講者を決定します）。 

 

 

 

 開催日程・時間 定員 締切日 

第１回 講義：令和 8年 8月 22日（土）・23日（日） 

演習：令和 8年 8月 29日（土） 

※各回共通 

（講義） 

1日目 9:00～16:50（6時間） 

2日目 9:00～17:30（7時間） 

計 13時間 

（演習） 

9:30～17:10（6時間） 

総計 19時間 

各回 30名 

(90名) 

令和 8年 

8月 2日(日) 

第２回 講義：令和 8年 10月 10日（土）・11日（日） 

演習：令和 8年 10月 12日（月・祝） 

令和 8年 

9月 13日(日) 

第３回 講義：令和 9年 1月 23日（土）・24日（日） 

演習：令和 9年 1月 30日（土） 

令和 8年 

12月 25日(金) 

※小田急線・祖師ヶ谷大蔵駅下車 徒歩５分 

※小田急線・成城学園前駅下車  徒歩７分 

《申込書送付先・お問い合わせ》 

〒154-8504 世田谷区世田谷４－２１－２７  

世田谷区障害福祉部障害施策推進課事業担当 

★電話：03-5432-2388（８時 30分～17時 15分の間。土日祝日を除く） 

※電話・FAXでのお申し込みは受付しておりません。 

電子申請フォーム 

こちらより 

アクセスいただけます。 

世田谷区ホームページ 

区 HPの検索メニューより、ページ ID   １５３６９で 

検索ください。 

※申込用紙は区 HPからもダウンロードできます。 


